
＜子ども・子育て支援法に基づく基本指針抜粋＞ 

 

３ 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該 

教育・保育の推進に関する体制の確保の内容に関する事項 

 

都道府県は、認定こども園が幼稚園及び保育所の機能を併せ持ち、保護者

の就労状況及びその変化等によらず柔軟に子どもを受け入れられる施設で

あることを踏まえ、現在の教育・保育の利用状況及び利用希望に沿って教

育・保育施設の利用が可能となるよう、都道府県設定区域ごとの目標設置数

及び設置時期、幼稚園及び保育所から認定こども園への移行に必要な支援そ

の他地域の事情に応じた認定こども園の普及に係る基本的考え方を記載す

ること。中でも幼保連携型認定こども園については、学校及び児童福祉施設

として一の認可の仕組みとした制度改正の趣旨を踏まえ、その普及に取り組

むことが望ましい。 

また、幼稚園教諭と保育士の合同研修に対する支援等の都道府県が行う必

要な支援に関する事項を定めること。 

また、第一の子ども・子育て支援の意義に関する事項を踏まえ、教育・保

育の役割提供の必要性等に係る基本的考え方及びその推進方策を定めるこ

と。その際、乳幼児期の発達が連続性を有するものであることや、幼児期の

教育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることに十分留

意すること。さらに、第二の二の３に掲げる教育・保育施設及び地域型保育

事業を行う者の相互の連携並びに認定こども園、幼稚園及び保育所と小学校 

等との連携についての基本的考え方を踏まえ、都道府県におけるこれらの連

携の推進方策を定めること。 
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